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経 済政 策 の概 念決 定 に っ き重 視 さ るべ きは 国 家 の経 済 領 域 へ の 干 渉 とみ る立 場 で あ ろ

う。 これ は 独 逸 経 済 学 に於 け る長 い 伝 統 を もつ 規 定 で あ つ て,経 済政 策 を か の ポ リッ ア

イ 学 の一 分 枝 とす る考 方 に 出 づ 。

元 来,こ の ポ リツ ァイ 学(行 政 科 学)は 農 業 経 済 学及 び 財政 学 と共 に 広 くカ メ ラ学 を

構 成 す る も の とみ られ てい るが,こ こで は モ ー ルや ロ ッシ ャ ーの説 く と こ ろ をみ よ う。

モ ー ルは ポ リツ ァイ を 「国家 権 力 の利 用 に よつ て,人 力 の 多面ll勺発展 を 妨 害 し個 人 の 除

去 し得 な い 外 部 の諸 困 難 を肖q除す る各 種 の施 設 の全 体 」 と規 定 し,ロ ッシ ャーは 丁 国 家

の外 部 的 秩 序 を妨 害 す る あ ら ゆ る も の を直 接 排 除 す る国家 活動 」 と い い,「 外 部 の秩 序 」

とr直 接 の 排 除 」を もつ て寺 院 ・学校 ・裁 判 所等 は か か る妨 害 物 を 防 止 す る働 き をな し,

よ り高 い 精 神 的 秩 序 も また 数 多 くの 他 の 制 度 を保 護 す る とみ るの で あ る。

か くの 如 く,ボ リツ ァイは 市 民 の 能 力 の 多面 的 発 展 を 阻 む 事 態 を除 去 す るた め 行 は れ

る国 家 活 動 で あつ て,そ の第 一 は 国 家 の 司 法 的 活 動 で あ りそ の二 は 憲 法 事 項 ・司 法 ・国

防 ・財 政 以 外 の 国 内政 策 の全 領 域 に及 び,モ ー ル の解 す る と ころ で は経 済 政 策的 施 設 は

この うち に含 まれ る。
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H

か く,経 済 政 策 は ポ リツ ァ イの 一 分 枝 とし て経 済 領 域 へ の 国 家干 渉 で あ るが,干 渉 の

理 由 ・そ の 適 用 の強 弱 には 自 ら差 異 が あ る。 この小 文 で は か か る問題 を 巡 つ て ロ ッシ ャ

ーが 独 逸 の ス ミス学 派 と呼 ん だ ゾ ーデ ン
,ラ ウ,ヘ ル マ ン並 び に ポ リツ ァイ学 者 モ ー ル

らが 辿 つ た 経 済 政 策 思 想 上 の 系 譜 を明 か に し よ う。

先づ,伯 爵 ゾーデ ン(GrafF.J.H.vonSoden)で ある。 かれ は1754年 ア ソスバ ヅ・・に生 れ

ブラソデ ソブル グの枢密院に職 を得,の ち年若 くして顧問官 となつ た。1790年 伯 爵に叙せ られ1797

年以来 所領 地において農業 や研 学の余暇を もつた。晩年バ イエルンの州邦議会議 員 として再 び国政

に参与 し1831年 没 したQか れは1850年 その第 一巻 を出 した 「国民経済学」において,ア ダム ・ス ミ
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スの著書をもつて「貴重なる断片」といい夏に余りにも大英国の実情を計算しての考察と非難し
　の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　いゲル

た・かれ鋼民繍早い慣「国家形態’鴎騨轍泊繍を顎脚覚欄贈か商えられ
ねばならぬか。それ故に国民の最大多数が倫理原則に従って最高度の物質的享楽の完成に達しかつ

これを維持し得るかの原理を人聞め有機的組織の知識から汲みとった郵學である」とした曾

　だが，かれの経済学はスミス以来の正統派に近い。かれはまた後の独逸歴史学派の如

く経済の倫理的性格に留意し，球は甲家と国民⑱相違を明かにすべきことを提言してい

る。経済の倫理性について，かれは「国民経済の原則は社交的人類の物質的状態の最高

度の完成にある。この原則の倫理は物質的幸福を欠けば道徳的・文化的・美的感情とそ

の表現，更に人類が動物世界と異なる性格として有する高貴性の主張は考えられない点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
にあろう。けだし，貧困は野卑・悪徳・無知・遅鈍の母であるから」といい，それは他

人の好意・ヒューマニティーの道義的原則だともみている。ここでわれわれ・は管子の衣

食足固知栄辱という名言を味うことができよう。かように，経済は文化生活の基礎であ

ることは明かであるが，その実現こそ経済政策の至上命令をなすものである。「国民経

済政策は国民各自の福祉とそめ原因を現在の事態とは別に，またそれと等しく福祉自体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
を完全の域まで高むべき要求を研究する」こととなる。グリュンフェルトはこれを註釈

して　「理想と現実の距りに橋がけしその撞着を解決するは経済政策の任務である」　と
　　　　　の
説いている。ここでわれわれの看過すべから．ざるはゾーデンが経済政策の目標を国民の
ウオドルフア　ルト

福　祉の実現においたことである。

　次に，かれが国家の本質を社会的行政や各個人の権利義務の決定という関連における

社会集団であるとし，いわば国法的見地から考察せるに反し，国民を社会的聯合という協

力関係にみいだされる人間集団とし，とくに個人人格との干係において観察するのであ

る。この両者の相違は経済の面においてもそれぞれ異なる性格を帯びることとなる。そ
　　　　　　　　　　　　　シユタにツサヴイルトシヤフト　　　　　　　　　　　　　　　　　ナチナナ　ルロエコノミ　

れらの差異に応じて経済学は国家経済学すなわち経済政策と国民経済学に再分さ

れる。経済政策は国家行政学の一部分として「物質的福祉という意図において社会とし

ての国民全部に最高の国家の完全性を保証する日的で国家状勢に適用する原則」を考究

するに反し，国民経済学の対象は社会関係における個人の福祉の促進である。従って，

「国民経済学は社交的人閻が幸福を求めその実現の手段を獲得し保持するため準拠すべ
　　　　　　　　　ユの
き法則を明かにする。」再落すれば，前者は「政治的・経済的見地で国家に，国家の存立．

という目的に最高度の完全性を附与する任務をもつ」といういわば公法的関係を対象と

するに，後者はまったく私経済的特徴をおびる。それは「社会的体制を取扱うのではな

い。各個入が社：会においていかに最大の福祉を実現し得られるかを考慮するにすぎない
　　　11）
のである。」

　叙解明かな如く，経済政策は国民の福祉追求を最高に実現せしむべき組織の形成に向
　　　　　　　　　　　　フライエロシユピ　ルラウ　ム
うべきであって，「個人の自由活動を妨碍すべきではない。」r国家経済学が国民経

済学から導入されたすべての規定は消極的たるべきであり，積極的規定の領域は国民経
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユヨ　
済が禁止的法規によって鎖されざるところに開かれる。」これ，わたくしがさきにゾー

デンをもつてスミス学派の一人とみなす理由であり，またかれを国家干渉の消極論者と

みなすわけである。経済政策は国家権力の発出であるが，それは「国民経済学の原則が
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　　　　　　　レヒツtブリンチツブ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13）

困家に対しその権利原則の限界のなかで適用さるべきである。」要するに，ゾーデン

における経済政策は「社会結合の目的がすなわち最大多数の国民構成者の福祉が純粋に

かつ神聖に保証されるところでは要求され，加うるに全体の名において準備されねばな
　ユの
らぬ。」という趣旨である。
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I
I
I

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユタァツコヴィルトシヤフト
　経済政策に対するゾーデソの体系的見解は国民経済学と　国家経済の対立的解釈

によって明かにされたわけであるが，夏に進んで経済政策を独立の部門として経済学に

その地位を得せしめるに至ったのはラウ（Karl　Heinrich　Rau，1792－1870）の功績に

帰せられている。

　かれは1818年エルランゲン大学1822年以来その死に至るまでハイデルベルグ大学教授であった。

かれの経済学教科書は5巻原論・経済政策及び財政学に分れ，独逸経済学史上異常な成功を収めた

ものの一つであって，大学や行政職のポストに就かんとするものの必読書となっていたし，またア

ドルフ・ワグナーの財政学はもとこの書の第三巻の改訂に始まったといわれているほどである。

　かれは経済政策がこれまでポリツァイの一分科として経済・工業・人口並びに救貧策の

如くそれぞれ別個に処理されたが，これに国民経済政策としての統一的体系を与えぞ1、経

済理論に対し財政学と妨んで経済学の実践的部分を明かにするという分類方法を採用し

たのである。ラウの経済政策の概念規定によると，国民の福祉という目的に指向された

国家の配慮であり，その目的と利用される手段の固有性のために政治活動の特殊部門と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　15）
なり政治に関連ある全体をなすのである。そこで，経済政策がその目標とする国民の福

祉がいかに実現せられるかが問われなければならぬ。その中心問題として国民所得の増
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　フエルメドゲンスツ　シユタント
大と分配の公正があげられているが，その達成については，（1）その経済的地位の改

善のため払われる個人の努力が有効適切に行われていないか，（2）或は私益と公益とが一
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　16）
致しない場合，経済は圏家権力によって指導され干渉されねばならぬとみるのである。

国家命令や禁止処分の如き干渉の行われる経済領域は重農主義やスミス理論の基本的原

理から導き出された「無制限なる営利の自由」を許す経済制度であって，そこではかよ

うな強制手段は常に禍悪であり経済過程の撹乱をもたらすと判断すべきでない。その理
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由として経済干渉は前もつで厳しく法規によって規制され抑制され，たといそれがため

経済が多大の不利益を蒙るとしてもそれは完全なる補償が与えられねばならないといっ
　　17）
ている。

　次にロバート・フォン・モール（Robert　von　Moh1，）をあげよう。かれは1799年スツッガルト

にウルテンベルグの官吏の一子としてこの世の光りをみた。1814年チュt・一ビンゲン大学の法律学助

教授，1882年国家学教授に任ぜられたが，1845年時の政府と議合わず職を辞す。1847年以降・・イデル

ベルグ大学教授，のち1861年フランクフルト及びミュンヘンにバーゲン国領事として赴任した。か
　　　　　　　　　　　　ユの
れは大著「国家学の歴史と文献」の著者として，国家学の全領域についての該博な知識は当代その
　　　　　　　　　　　ゲゼレシヤフツコヴイツセンシヤフト
比をみずと称せられ，また社会科学の提唱者とも知られている。かれは個入と国家の中間

に社会の存在を認め，社会をもつて組織化されない生活共同体と規定した。この認識から国家学の

ほか社会科学の可能性を主張し斯学の成立によって国家学は制約と補足を受けるとみた。かれが社

会科学と名づけた科学は一般社会学・社会法律学・社会倫理学・社会政策及び社会の歴史と社会統
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
計学からなる。これは直ちにトライチケの反論を惹起したことは注目されてよい。

　そこで，モールの国家論の一端に触れるわけだが，かれは国家を一定の地域と一つの

最高権力の下に結集された国民の共同生活の秩序と規定し，各国民が過去において示し

た世界観の相違から国家の類型を区別して，神政国家・専制国家・家産国家・父権国家

ならびに法治国家とした。

　然らば法治国家とは何を指すのであろうか。「国民の各人が意欲し努力するところの

ものはまた全社会の意志であらねばならない。かかる共同生活の秩序たる国家はかよう

な目的を妨害せず，むしろこれを助成しなければならぬ。それ故に，政治国家の目的は

国民の共同生活をその成員が全勢力を出来るだけ自由に行使され得べく支援し得るよう
　　　　　　　　　　の
整序さるべきである。」

　従って，かかる国家では市民の自由が最高の原則となる。市民は理性と法の限界にお

いて行動すべきでありまたしてもいる。．市民の自己完成は自からの権利であり義務であ

る。国家は全国民生活に代るものではなく，あらゆる精神的・肉体的勢力の多面的かっ

理性ある完成のための一個の高位の有力にして不可歓の手段たるにすぎない。故に，国
　　ウンタ　シユツジング

家の　支　援　は消極的な仕方であり個人のなし遂げ得ざる多くの障碍を取り除くにあ
　21）

ろう。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　／

　かかるが故に，国家の目的は「市民の精神的・物質的勢力の全面的発展を阻む障碍を除

くにある」が，それにはこの種の障碍の発生原因を窮明する必要があり，それに準じて

国家活動が規定されることとなる。その原因に二つの型がある。一は他人の違法行為に

よって市民の権利が侵害せられる．場合であり，他は外的事情の優位に基きひき起される

障碍であって，前者は司法後者はポリツァイの国家権力によって救済せられる。ここに

国交冒頭に掲げたモールの自由主義的・消極的なる定義の如く，ポリツァイは「過度の
　　　　　　　　　　ヒルフス　アンシユタルト
外的障碍に対する国家の援助的施設」としての性格を顕はすこととなる。

　ポリツァイの内容として，かれのあぐるものは人口政策から保健・文教・宗教政策に

至る国民生活の全領域にわたってい経済的ポリツァィもその一環をなす。経済的ポリツ

ァイとしてかれの注目をひいた課題は物価騰貴・貧困ことに農工業に於ける無産者の経
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済的地位の向上に関するプログラムであろう。つぎに工業労働者に対するかれの見解を

あげてみると，かれらの状態は甚だ不良である。かような事態の責任の一半は企業者の

経営責任に帰せしめ得られるのであって，各種のトラック制度・資本主義的搾取手段の
　　　　　　　　　　　　　ヨヨ　
利用の如きはその例証であろう。か玉る「工業労働者の全存在がわが三明の暗黒面にと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨ　
どまるときは須らくかような汚点たる事情を終回せしめなければならぬ。」だが，その

ための施設が徒らに過去のよき時代にあこがれるが如きは時代錯誤の甚だしいといわね

ばなるまい，これを現実の経済制度のなかに求むべきであって。「問題はあらゆる大規模

工業の抑圧によって市民のこの種の階級を消滅せしめることにあるのでなく，反ってか

れらとの関連において労働者を貧困から社会を危険から守るところの改善策を講ずべき
　　　　　の
であろう。」かれはその基本的解決手段として利潤分配制度をあげる。労働者にとって

有利な賃金干係の成立は元来二つの条件を充たすによる。その一は労働者によき支払を

可能ならしめる商品の販売価格であり，その二は資本家と企業者とが全利潤を吸収する

のでなく労働者にも必要なる生計を保証することでなければならない。ところが，じじ

つは「利潤の主要部分は資本に帰する。この傾向は企業が大となれば大なるほどまたそ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
れ故に資本の需要が一段と高まるに伴って確実となるであろう。」従って，園家は労働

者への利潤分配を確保せしめるためには干渉活動に出でなければならぬが，未だ確信を

もって経済的に可能であり十分に推賞し得られる根本思想を発見し得ないと慨歎してい
　26）

る。

　フォン・ヘルマン（F，B．　W．　von　Hermalln，1795－1868）は多年にわたる数学教授の職を経て
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　27）
1828年ミュンヘン大堺の国家学の助教授となり，その主著「国家学研究」の出版の翌年正教授に進

んだ。また経済学の教職の傍ら大独逸党の有力議員として多彩の生涯を送ったと伝えられる。

　かれはラウに次ぐ独逸におけるスミス学派の発展に多大の寄与をなしたが，またその有力なる批

判者であり，価格論や分配論において独創の見解を吐露した。かれは仙格論で正統派が軽視してい

た主観的要因をとりあげ鋭くこれを分析し，それらが価格の高さに対し決定的要因たることを明か

にし，更にこれまで単なる評語に止まっていた「供給と需要」の両面を価格の形成に組織化した。

分配論に於てもこの価格決定の方式が用いられた。賃金決定についてみると，先づ労働の需要面を，

（1）労働の需要と労働の性格を，（2二三者の支払能力に分ち賃金の終局の支払者を生産物の購買者と

断じ，供給面においては労働者間の競争・熟練の存否を閥題とした。

　さて，かれの国家論であるが，それはモールの如く法治国家の範疇をもつて律し得ら

れる。かれは直裁に国家を定義して，「吾人の生存目的のための組織であり施設の全体
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2B）
であって，かかる目的の達成のために公的権力が求められている」と述べている。而し

て，この種の目的の一音ISは真の公共的欲望であって公共的性格をおぶ。それは国民の独

立と法律的秩序の如きものであろう。が，法律的秩序の必然性は国家に結びつく人閥の．

意識のなかに現われている。ところで，「近時独逸においては外国に対し国民の独立を

維持し国内に於て国家施設を確保するために，真正なる国家の，そしてあらゆる法的秩
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ワツフエンマハト
序の最初にして欠くべからざる基礎は十分なる武装的権力であるという確信が流布され

勢力を得ている。その他の公共的欲望は個入生活とその任務に根差している。」個人の高

い識見・公共心・将来に対する配慮に乏しくしばしばこれを欲くが故に，その任務はか‘
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れ自身の活動だけでは確実かつ完全に果し得ないだろう。同時にこの種の個人的欲望と

して現われるものに人格の昂揚と財産の保全・教養と文朋・宗教と健康，更に経営や家

計の欲望充足を出来るだけ効果あらしめるために労働と財産の数量的節約を徹底的に管

理する家計のそれらの分野ないし広義の経済がある。自己を高め財産を保全し生活と健

康に留意し宗教団体にはいり，教養と劇化を身につけ簡素な生活を営む等，それらは何
　　　　　　　　　　　　　　　　わたくし
よりも先ず個人の事項でありまさに私事である。それらは真の共同的目的といえず，個

人生活の広く普及された一般的尽的の一部にすぎない。それはかれらのなかで表現され

る国民本来の理念ではない。むしろ個人生活の一つの欲望であるが，かく重要でありか

くも一般的のものとして完成しその満足が望まれるに至るは個人生活の欲望を，かか
　アルゲマインハイト

る一般性が常に個人の思慮が不十分であり利己心強く粗野でありといって自立の力弱

く自由なる共働作業を誘起する公共心の盛んならざるところにおいて，公共的欲望の一
　　　　　　　　　　ヨの
種に高めるからであろう。

　かように，かれは普通公共的欲望として国家職分の主要なる成分をなす個人の各種の

任務も私事とみなすとき個人主義的国家観の片鱗をみせているが，公共心を鋏くとき個

人の自恣的行動は許されず国家統制の対象となるとなすのである。かくの如き国家の活

動は必ずしもワッフェンマハトの使用・法律の適用を意昧するわけではなく，従って個人
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　ゲルン　フェルデルソ　　エルゲンツぶルソ
の活動を公共目的に適応せしむるようこれを規制し奨励し補完するだけである。

かれは国家の経済に対する干渉をかかる理論に導かれて実質上財政と経済的ポリツァイ

の二つの領域において掴えている。前者に於いては佃人による国家経費の支弁は企業経

営上行う財の購入賃金の支払と同じく個人欲望の充足を狭める。そのための犠牲はそれ

だけ国家施設の完備となり個人経済の充実となってあらわれるから，それは当然租税の
　　　　　　　　　　　　　　　　おの
利益説をもつて律することができよう。またかれが経済的ポリツァィとして国家が経済

に直接作業するは「かれが発展せしめた原則に依存する」のであって，個人が私益の追

求に急にして公共的施設に対する理解なくこれに対処する意味や技禰を導き経済手段の

可能的有効なる結合に必要なる知識に乏しいとき国家はこれに援助の手を差し延べ法の

適用をもつて人心の不安動揺を抑え不正を除き損害を少くして経済力を集中強化し，国

家の力によって全体の共通的利益に個人意思を一致せしめんとするのである。

　国家の経済領域への法律的・行政的規律は規制・援助・促進・強制手段をもって行わ

れる。しかも，それらのいずれも個人の経済的活動と財産の使用制限として把握され，

私法ないし刑法的制裁をもって裏附けられ，或は公益上馬せられる禁止その他の命令の

形式をとろう。もちろん，国家による個人の自由活動の拘束ないしその拡張は経済活動

の一般的効果に多大の影響を与え得るは論なきところであるが，その故に経済過程の本
　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨリ
質的変化が起るとみるわけにはいかない。

　かかるヘルマンの経済の国家干渉の評価は経済政策の基本目的として「所有の安全と

生産の増加」をキャッチ・フレーズとするかれの自由主義的国家論から派生する結論で

あろうし，それはまた国家がなす生産・分配・消費等一切の経済的施設の措定に際し予

感せられる限界でもあろう。だが，かれは「個人経済の相反する利益の社会的錯綜」と
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　おコ　
して使用者と労働者との関係の規制を必要とみる点をわれわれは見逃すべきでない。労
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働者の経済的地位の，健康と道義性の保全こそ国家がすでに国民の名において社会が人

類の名に於て要求することができるとし，工場設置の許可にあたって経営者に課するに

労働者賃金の一部を貯蓄銀行に預入せしめる義務・少年の学校教育・大人の日曜学校の如

き福利厚生施設の充実の義務・労働時闇と賃金の適正化に就いての国家監督の強化を唱
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33）
えたかれの態度にいちいち留意する必要があろう。

　ヘルマソは上述の如き理論的性格をもつ経済政策と財政とをもって，国民経済の平面

的なる交換流通の経済過程に対し立体的関連を営ましめている。これらの部門は純粋経
　　　　　　　　ナチオナほルコェコノミド
済とともに共通の国民経済学を形成するのであって，かれは「財政学と経済過程と国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ポリチカルロェコノミに
家の施設の全体を包括する国民経済学との総合を英吉利の経済学者は政治経済学と名づ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　シユタ　ツ　ヴイルトシヤフト
けた。わたくしはこの書の初版で使用した『国家経済学』という独逸名こそ以上論じた
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3c）
事柄にふさわしいと考える」と結びゾーデンの先例に倣っているのである。

15　K．H．　Rau，　Lehrbuch　der　Politischen　Oel〈onomie，　Bd．　ff，　Heidelberg，　1854，　s．1

16　Rau，　Ebenda，　ss．4－5

17　Rau，　Ebenda，　ss．6－7

18　R．　von　Mohl，　Die　Geschichte　und　Literatur　der　Staatswissenschaften．　3　Bde，　Er－

　langen，　1855－1858

19　H．　von　Treitschke，　Die　Gesellschaftswissenschaft，　ein　！〈ritische　Versuch，　Leipzig，

　1859
20　Mohl，　Die　Polizei　＝Wissenschaft　nach　den　Grundsatzen　des　Rechtsstaat．　Ttibingen，

　1844，　s．8

21　Mohl，　Ebenda，　s．8und　s．16

22　Mohl，　Ebenda，　s．438　Fussnote

23　Mohl，　Ebenda，　s．443

24　Mohl，　Ebenda，　s．432

25　Mohl，　Ebenda，　s．435

26　Mohl，　Ebenda，　s．436

27　F．B．　W．　Hermann，　Staatswirtschaftliche　Untersuchungen．　Mtinchen，　1832

28　Hermann，　Ebenda，　Zweite　Auflg，　1874，　s．74

29　Herman叫Ebenda，　s．72
30　Hermann，　Ebenda，　s．73

31　Hermann，　Ebenda，　s．70

32　Hermann，　Ebends，　s．76

33　W．Roscher，　Die　Geschichte　der　Nationa16konemie　in　Deutschland，　Mtinchen，　1874，

　s．　873ff

34　Hermann，　Ebenda，　s．77

W

　これら一連の人々の経済政策論の大要を紹介したが，ここでは更にその理論構成に際

してかれらがおかれた時代の背景を明かにする必要がある。それを当時の独逸国民経済

の歴史的地位と独逸国家理論の動向に分けて考えてみよう。

　周知の如く，英吉利は1760年から1830年代にかけて産業革命を終え資本主義の成立を
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みた。ところが独逸はなお農業が主要産業であった。而も，その技術は古く生産力極めて

低く工業は手工業からマヌファクチーアに移行の過程にあり，手工業がなお普遍的であ

り経営規模はいずれも小規模であった。貿易はナポレオン戦争の大陸封鎖などで遮断さ

れていた』　（ザルトリウス・ワルターハウゼン）かく，独逸経済の全機構は本質的変化

をみたとはいい難い。尤も，従来国内関税による国内市場の分裂は1816年のプロシャの

統一関税の制定によって統一への方向が与えられ，1833年の開税同盟の結成を予知せし

めるに至ったといえる。

　その間この国の産業革命の機運が次第に進められ，先ず農業ではアルプレヒト・テー

アの合理的農業の提唱があり，リービッヒの農芸化学に於ける新発見が行われたし，工

業ではヘンリー・モウズの改良された旋盤ヒルングスリーの円筒中ぐり器ナッスミート

の蒸気ハンマー水圧鍛錬機等の発明があったが，その普及や新技術の採用による産業革
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヨの
命の進展はゾムバルトのいわゆる1850年代の建設時代以後のことであった。この時代は

下思たる新企業の結成に始まる。新領域の開拓に夢を托す投機化は多大の利益を約束す

る企業の建設となりこれは資本主義的インテレッセを促進せざるにはおかない。企業の

勃興は金融組織の整備と株式会社制度の普及をみることとなる。建設期に至るまでの独

逸経済は恰も1770年代の英吉利のそれと等しい事情にあった。この期における経済理論

はスミス経済学がその故国において果したと同じく招来さるべき独逸資本主義の成立を

待望しその発展に適合せしむる必要が看取されるのは自然のコースであったろう。既に

スミスの主著は独訳されていた。ところが独逸の国家学には深くカメラリズムの古い伝

統があり俄かにこれを受入れることなく過ぎた。が叙上の経済の発展はかかる抵抗を不

自然のものとなすに至り独逸経済学のスミス学説への接近となって現われ始めた。フー

フェランド，ヤコブ，クラウスないしソ㌦デンの著書はかかる傾向の産物といってよい。

従って当時この国の経済学がカメラリズムと自由主義経済論との混合の形をとるに至っ

たのは避け得られない理の当然とすべきであろう。シュムペーターはその「経済分析の
　　ヨの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　モ　アロインデペンデソト

歴史」においてゾーデンをもつて他の諸学者に比しスミス理論に自　立　的であった

と述べているが，これはラウやヘルマンに於ていっそう顕著である。

　翻って視野を当時の国家学説に移してみると，クリスティアン・ヴォルフ（J．Christian

Wolff，1724－1804）がある。その著「自然法」において，自然法の原f9（は人間の社会的

性質から誘導され，自然法は人聞生活の保存・幸福及び完成のための必要な手段である
　　　　　おケ　
と考えられた。この種の法観念はイマヌエル・カントに注目されその国家閏的論に継承

された。

　ヵン1・（lmmanuel　Kant，1724－1804）は十八世紀の自然法学者とくにモンテスキー

とルソーの影響を受け，国家の起原を自然法の原始契約に求め三権分立を認めた。自然

状態から市民状態への転入を個人が法に強制される義務とみるのである。かれは自然の

状態を歴史的事実としてでなく「法なき状態」であるとし，各人はかつて有した絶対的

自由を放棄し法ある状態に入りここで始めて法によって制限され国家権力によって保護
　　　　　　　　　　　　　　　　キヴイタス　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ラ
された自由が与えられると考えた。「国家は法規の下における一群の人間集団である。」
　　　レヒトゲゼツツ

ここに法規というは先験的に不変であり現実の政治状況に無関係であって，これは
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かれによって法を自由の一般法則に従って個人意思を他人のそれと結合する条件の全体

であり自由は一つの先験的・諭理的の問題として取扱われているからである。そのため
　　　　　　　　　　イデ　
に，国家形態としては理念としての国家が問題となり法袷国家のみが考察の対象となる

わけである。

　かSる法治国の理念は理性的かつ自由なる国家19P．想として叙述せられ，国家の唯一の

任務は共通的なる自山の法的秩序を創造するにある。国家の幸福は三権の融合による法

の統一のなかにあり，国家目的をかような　「公共の福祉は最高の法である」（salUS
　　　　　　　　　　おの
publica　suprema　lex）とするために，これをたs’M“民生活の繁栄とその幸福に求める

人々をルソーのいう自然の状態か，あるいは専制国家に於てのみ通ずる所説ときめつけ

るに至っている。かかる公共福祉の促進には国家の強制行為レま是認せられているが，そ

れもそれから市民の外的状態の改善と完成を期待せられるところでは回避せられる。こ

れ，国家権力の無限の拡張はカントの道徳哲学の中心問題たる人格原理に図ることとな

るからであろう。

　フィヒテ（Johann　Gottiieb　Fichte，1762－1814）の国家論もまた社会契約説に立脚

していたが，かれは国家は財産・保護及び結合の三契約によって成立すると考え，なか

んづく結合契約こそ国本組織の基本形態をなすと説いた。「個人は結合契約の結果有機
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユロ
的全体の一部分となりかくしてそれは一に融合する」「自然は多数の個人の生成に際し

て分離したものを再び園家に統合する。理性は一でありその感覚世界に於ける表現もま

た一にすぎぬ。人類は理性の唯一の有機的に結合された全体である。」かれは更に国家

を樹木に比較し樹木一般は存在せずそれは単なる概念に止まり概念は損傷せられ得な

い。だが，部分はそれ自身をみいだすあらゆる部分の間にあっては損傷せられざらんと
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり
するのである。蓋し，その損傷によって部分はみつから苦みを感じようから，ともいっ

ている。ひとはフィヒテのかかる理論によってルソー・カント的見地が克服されたとみ

るのであって（グスターフ・シュモラー），かかる国家の有機休的理論こそ挿入の自由確

保に国家の積極的なる活動を容認することとなろう。かれのポジティヴの叙述をわれわ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ムハ
れはその世紀の転期を飾るかれの「封鎖的商業国家」にみいだす。

　かように，カントにせよフィヒテにせよ何れもその国家論はイギリスやフランスにお

ける自然法の理論を契機とし他人の自由確保のため，前者は「国家意思を個人意思の法
　　　　　　　　　　　をめ
的保護以上たるを欲しない」が故に国家活動は法によって与えられた自由を全人に保証

するに止まるに反し，後者は個人を国家の一分肢として「全体目的の恭順なる職員」と

みなし国家の本分は「人各々に彼のものを与えること」でありそのため国家の能力性を

前面に推進させたといえよう。

　以上不完全ながら，独逸観念論の二人の巨匠によって示された国家論をスケッチした

わけであるが，かようなカントの自由主義的国家観の与えた影響は頗る大であり，ヘル

マン・ヘラーのしるすところによると，1788年から1831年の間に自然法に関する著書は
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユリ
少くとも108部を数えそれも殆んどカント学派に属したという。またモールの如きもポ

リッァイ学をかかる法治国家の見地において展開し，国家における法の妥当を最上の原
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユの
則と認めている。この点こそがユスチのそれと区別せられる所以であろう。けれども，
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この原則も国家の現実問題の解決には疑義を生じ，賃金労働者の地位の改善に就いて国
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユの
家の強力なる丁渉の必要を考慮せざるを得なかった。かかる事情はラウもヘルマンも同

様であった。かく論じ来ると，カント国家学は独逸資本主義の黎明期から勃興期にかけ

て行われた自由主義的経済政策に理論的基礎を提供したといえるが，資本主義の進展に

応じて発生しきた幾多の社会的・経済的困難に直面してその力を弱め遂いにフィヒテの
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　ラ
有機的国家論が重視せられるに至ったと解釈できないであろうか。

35　W．　Sombart，　Die　Deutsche　Volkswirtschaft　im　Neunzehnten　Jahrhundert　und　mit

　Anfang　der　20．　Jahrhunclerts．　Berlin，　1921，　s．　79ff

36　」．　A，　Schumpeter，　History　of　Economie　Analysis．　N．　Y．　1954．　P．　501

37　H．　Ahrens，　Cours　de　Droit　Naturel，　Bruxelles．　1844，　P．　477

38．1．　Kant，　Metaphysische　Anfangsgriinde　cler　Rechtslehre，　1．　Teil　S　45，　Kants

　Werke　（Cassirer，）　Bd，　Y［　s．119　ff

39　1．　1〈ant，　Ebenda．　s．124

40　」．　G．　Fichte，　Grundlage　des　Naturrechts，　Samtliche　Werke．　（Medicus），　Bd．　C．　s．208

41　Fichte，　Ebenda，　S．　207

　　H．　S．　Reiss，　The　Political　Thoughts　of　German　Romantics．　1793－1815，　Oxford．

　1955，　p．　68

42　Fichte，　Der　geschlossene　Handelsstaat，　1800．　Ebenda，　Bd．　g．，

43　H．　Diet2el，　Karl　Rodbertus．　Zweite　Abteilung，　Jena，　1888．　s，　224　ff

44　H．　Heller，　Die　politische　ldeenkreise　der　Gegenwart，　Breslau，　1926．　s．　95

45　J．　H．　G．　von　Justi，　Grundstitze　der　Polizei－wissenschaft．　G（Sttingen．　1756

46　Mohl，　Ebenda，　s．10　Anm．　1．

47　ところが，エルヒ・カウフマソは「判断力批判」の一節からカントを有機的国家論のエルノイ

　ヤーとみるのである。
　　Erich　Kaufmann，　Uber　den　Begriff　des　Organismus　in　der　Staatslehre　des　19　Jhts．

　Heidelberg．　1908．　ss．　6－7．

v

　さて，わたくしは独逸経済学史上比較的不遇の地位におかれたと思われる若干の人々

の政策論とその時代の交渉を明かにした。百年後の今日，ここにテーマとして採りあげ

るはかれらの政策理論になを掘出し恥べき素暖ありとする私見に出つるためである。

　もちろん，現代の精神的ないし経済的情況はあらゆる面に於て相違している。資本主

義の高度の発展段階に於て当時フィヒテのヴィジ・ンとして知られた封鎖的社会主義の

体制も一段と高度化され世界的規模に於て成立し，資本主義休制の国々とこの地表を両

分してい，またその共存の可能が主張せられている。而も資本主義の陣営に於ても多大

の開きがある。かかる形勢のなかに．おいてわれわれは経済政策論の構成を各経済体制に

即して市場経済政策と中央管理経済政策に二分すべしとするワルター・オィヶンやウィ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　48）
ルヘルム・レエプケの所説をもつのである。ところが各体制を代表する国々の政策的施

設をみるとそれは必ずしも純粋の形に於て現われていず両者の共存を許している。「こ

れら二本の柱は人間の形成的世界のなかに碇泊すべきためにはいわば相手方を必要とす
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ユ　　
るのであって，経済の根本形態の現実的考察を怠たるわけにはいかない。」従って，　っ
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ねに共通の場画を想定しそこに政策の理念ともいうべきものを求むる必要があろう。か

かる要求を充すうえに現実を直視し直感に訴えて本質把握に向う必要があろうが，他面

先覚の苦心の業績を顧みるも有力な手段と考える。ここではいわゆる温古知新の方法に

従い経済政策論の基本問題として下記の点をとりあげかれらの所見を心知しておきたい。

　先づその一は政策の担い手たるキ体の問題でありその二は政策回的の設定に就いてで

ありその三は政策手段の性格である。経済政策の主体について国家以外の人間集団に拡

張解釈する方針があるが，ゾーデンにとってはそれは社会でなく国家である。その論証

の手法は暗示的・間接的であった。当時社会の発見がかれと前後したリールやローレン
ツ・フォン・シ猛タインによって行はれた駅その国家状況に於て市民階級の政治的発

言は弱くプロシャの国家体制とその伝統とは僅かに観念的に自由主義的政治思想が論議

せられたといわれている。かかる事態の反映でもあろうか。ゾーデンにおける国家は市
　　ユニヴエザリテ　まロ

民の普遍性に由来するとあるが，国家の最：高権力は市民社会の特定の目的を踏越え

一般福祉の増進と完成をもつて国家の目的となす。かかる，その一般的完成は（市民社

会のそれに非ずより広汎め）国家経済の正しき原則でありその完成の手段は国家経済面
　　　　　　　　　　　らり
策の対象だとみるのである。ゾーデンのカント哲学的なるに対し，他の二人は遙かに経

済理論的考察に終始した。この問題については国家の主体性たるを認めてい，とくにラ

ウは財の配慮に関する政府の任務は国民の経済目的の推進であり，市民の創意と行動の

実際に対して政府は何らの力も義務もない，これに反し国民経済全般について国家の権

力面の活動が注意せられ，個人の努力で満足なる結果をもたらさざるところではその障

碍を除き万人の経済的福祉について国家これを指導しその目的に合致せしめなければな
　　　　　　　　　　らゐ
らぬとさえ論じている。

　ところが，モールはかれらと説を異にし問題の究明は直裁的であり，ポリツァイはあ

らゆる事情の下では中央の国家意思の発生であろうとその下級電休たる自治体や国家機

関となる領主団体が政策機関としての権力と命令を有するや否やを問う必要はない。要

は下級機関の活動に於て国家のボリツァイ的意思が容易に実現出来れば可なりとの態度

をみせているのである。

　更に，経済政策の目標を奈辺に措定すべきかについて，ゾーデソは既述の如く国民経

済の対象は社交的団体に干寓しまた千腫せざるとを間わず各直人の福祉の促進にあり，

経済政策は社会の全財産を国内の幸福とその増大と確保に利用すべきであると述べてい
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　エキジステンツリジツフエルングスサテオリロ
る。この種の国民福祉説はラウに継受され更にワイスの指摘した生存保証説
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らの
に発展せしめられた点は記億せらねばならない。ラウはいう。「国家がいかなる目的一

般を追求しそのためいかなる点まで活動し何を個入に委ぬべきかということは歴史的方

法にまつよりもむしろ哲学的考察によってのみ認識せられる。ひとは人類ならびに国家

の理性の決定に立ち帰りそこから国家目的の休系を引き出さねばならぬ。かような方法

によって，国家は内外の妨害に対し全体や個人の保証（保護）を維持し全般の文化をおし
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　う
すすめ財の供給に努むべきことが明かとなる。」と。この文脈のなかにも，人間文化の

発達には生存の保証を前提とすべしとするゾーデソ流の思想を認めざるを得ないし，最
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　らの
近ピュッツやセラフィムが経済政策の目的を生存保証に求めているが，その淵奥は遠く
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ラウやゾーデンまで遡り得るのではないかと考える。

　最後は国家が経済政策目的を推進するうえにおいて採用すべき手段である。ここでは

それを広く国家の政策活動の実施にっき個人経済をして協力せしめる方法と理解してお

こう。その際個人の経済活動の拘束が伴うかが問題となるが，ゾーデンはこの種の手段

を強制的手段と奨励的・報償的手段とにわかち，前者の事例として各種の禁止的措置を

後者に補助金制度をあげている。そこで注目されるは禁止的方法の採用を必要とする理

由であろう。かれは国民にその社会的団体によってその成員を介助する義務があるとい

い，この原則によっていかなる程度まで財産権の自由が国民的（国家市民的）負担によ

って制限せられるかが重要であるとし，他面生産力に報償手段が許容されるは国家が国

民経済的法則に準拠する義務を負うからだとも説いているのである。ところで，経済の

基調はあくまで「生産力の自山な活動・収益の自由なる亨受・法による財産の肉由なる

利用こそ社会（団体）の目的であり，僅かにこの目的の範囲に於て国民経済は運行す
　う

る」わけであるから，国家干渉たる拘束的・統制的行動を全面的に承認しているわけで

はない。この点かれがカント国家論の忠実なる使徒たるとともにスミス批判に徹し得な

かった理由とみられよう。

　ラウもまたかかる国家の統制活動を認めたことはすでに述べた。かかる．F渉にっき支

配者の専断が排斥されすべて法規に基き慎重に進められることが要望されていたことは

改めて繰返す必要もあるまい。その反面かれは各種の保護奨励政策を推賞しこれを保全

的保護と促進的保護に分観し，前者に「財の所有を保護し財の損傷や他人による奪掠を

阻止する警察的行動」の如きものを当て，後者を各種の補助や刺戟を与え生産の増大を

期するが如きものと註しているのである。かかる奨励的・報償的手段が採られるは国家

に「法の施設」たるのみでなく「教育の施設」たる面が具っているからだとみるに他な

らぬ。ラウの政策理論は恐らく「個人の当住にして独立なる活動なくして国家の繁栄も

清新さも考えられない。従って上からの指導は個人が何もなし遂げ得ず，余事を妨げ阻
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
むところに於てのみ行わるべきであり，また行われてよい」と論ぜられたところにみい

だし得よう。

　国家干渉に対するモール的構想は始め公私利益が互に抵触するとき個人意思を公共利

益に一致せしめんとする整序的・調節的機能の程度に止まっていたのであったが，独逸

資本主義の発展に伴う労使干係の複雑化・階級懸隔の増大に刺激され社会政策的領域へ

の積極的関心を昂めることとなった事態はヘルマンに於ても等しい。かれが個人活動の

ほかに強制力を，公共的経済政策の必要を口調するに至ったのはそのためであった。国

家が国民の経済活動に対し規制・援助・促進的手段をとる細りでなく強権の裏附けをも

必要とするに至ると説かざるを得ないこととなった。かく歴史の推移は十九世紀初頭の

独逸経済学者に叙上の如き理論の修正を求むるに至った。それと同時に国家理論の：重心

はカント流の法治国家論から有機体的国家論に移行し，やがてヘーゲルの1821年の「法

哲学綱要」を迎うる用意を整えるに至ったとみることができよう。

　経済政策をもつて国家の経済領域への干渉であり，干渉が国家の整序的・指導的・保
　　　　　　　　　　　　　　　　　ロの
金的ないし強制的形態とする立場はラウ，とくにヘルマンに於て確立されたということ
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ができる。干渉の対象たる経済領域は自由競争を基礎とする市場経済体制たることはい

うまでもない。而して，この種の規定は以来独逸経済学の支配的見解となり，今世紀に

入りこの国で最も普及した教科書であるコンラード，クラウインウエヒター，グルンツ

ェルやフィリッポヴィッチのそれの如きその例外をなすものではなかった。自由主義者
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ee）　’
ルドルフ・ミーゼスもその「干渉主義の批評」において経済政策のかかる干渉規定その

ものを拒むところとなっていないし，近くは伊太利のブレシアニ・ツロー二の政策理論

がこの立場に於て国家干渉の政策効果を追求している。またアメリカでは控目ながらス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　61）
タイナアの如きこの方針に従うものの如くである。（1957・9・30）
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Summary

The Idea of Economic Policy

Toyojiro  AKABANÉ

   The German theories of economic policy in the earlier part of the 19th 
century were established by a group of scholars including Graf Soden, Rau, 
von Hermann and von  Mohl under the influence of Adam Smith's economic 
liberalism and Kant's idea of the "Legalstate". 

   They generally understood the idea of "ecnomic policy" by the term of 
"state intervention on the economic life" , and at first but a very narrow field 
was allowed by them to such intervention of the state. This shows how they, 
as economic liberalists, were particular in defending the economic liberty of 
the citizens. But to cope with various problems in social economy arising along 
with the grouth of capitalism, especially that of the improvement of the social 
condition of wage-earners, a positive intervention on the side of the state 
became necessary.  Mohl and Hermann did not overlook this. 

   This change in the German economists' attitude taken toward the idea 
of "economic policy" suggests three precious conclusions, which are shown 
itematically in the following. 

 1) The ultimate responsibility for "economic policy" is to be held by the 
     State. 

 2) The principal purpose of "economic policy" consists in the enlargement 
    of the material welfare of the citizens offering them a sure ground of 

     existence. 
 3) The means to be taken for the fulfilment of this purpose may  some-

    times take a  form of authoritative state control, though in ordinary cases 
     the state will behave as a benevolent encourager to every enterprise 

    raised within its territory.


